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【公表番号】特表2010-532615(P2010-532615A)
【公表日】平成22年10月7日(2010.10.7)
【年通号数】公開・登録公報2010-040
【出願番号】特願2010-514587(P2010-514587)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｂ   7/15     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月6日(2010.9.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局又は上位中継器からデータ及び該データに対応するデータ送信時刻情報と、前記
データに相応する地図情報及び該地図情報に対応する地図情報送信時刻情報とをそれぞれ
含むデータフレームを受信する受信部と、
　下位中継器又は端末機に送信するための前記データ及び前記地図情報をそれぞれ含む送
信データフレームを算出するデータフレーム算出部と、
　前記送信データフレームにそれぞれ含まれる前記データと前記地図情報とが相応する場
合、前記地図情報によって前記データを前記下位中継器又は前記端末機に送信する送信部
と、を備えることを特徴とする中継器。
【請求項２】
　前記データフレーム算出部は、前記データ送信時刻情報及び前記地図情報送信時刻情報
に基づいて前記送信データフレームを算出することを特徴とする請求項１に記載の中継器
。
【請求項３】
　前記地図情報は、前記送信データフレーム内で前記データの送信が開始される時刻、前
記データが送信される時間区間の長さ、及び前記下位中継器又は前記端末機の識別子のう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項４】
　前記データ送信時刻情報は、前記送信データフレームのフレーム番号に対する所定の長
さの下位ビット（ＬＳＢ）を含むことを特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項５】
　前記地図情報送信時刻情報は、前記送信データフレームのフレーム番号に対する所定の
長さの下位ビット（ＬＳＢ）を含むことを特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項６】
　前記データ送信時刻情報は、前記基地局又は前記上位中継器から前記データフレームを
受信して前記下位中継器又は前記端末機に前記送信データフレームを送信する時間区間内
で前記下位中継器又は前記端末機に送信される前記送信データフレームの数を含むことを



(2) JP 2010-532615 A5 2010.11.18

特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項７】
　前記地図情報送信時刻情報は、前記基地局又は前記上位中継器から前記データフレーム
を受信して前記下位中継器又は前記端末機に前記送信データフレームを送信する時間区間
内で前記下位中継器又は前記端末機に送信される前記送信データフレームの数を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項８】
　前記地図情報及び前記地図情報送信時刻情報が含まれる前記データフレームはＭＡＣプ
ロトコルデータユニット（ＭＰＤＵ）を含み、前記地図情報は該ＭＡＣプロトコルデータ
ユニット（ＭＰＤＵ）に含まれることを特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項９】
　前記送信データフレームは地図情報要素を含み、前記地図情報は該地図情報要素に含ま
れることを特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項１０】
　前記データ送信時刻情報又は前記地図情報送信時刻情報は、前記それぞれのデータフレ
ーム内の中継器ＭＡＣヘッダ、サブヘッダ、又は拡張サブヘッダのうちの少なくともいず
れか１つに含まれることを特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項１１】
　前記データ送信時刻情報又は前記地図情報送信時刻情報は、前記それぞれのデータフレ
ーム内の地図情報要素に含まれることを特徴とする請求項１に記載の中継器。
【請求項１２】
　中継器と端末機又は上位中継器と下位中継器との間の無線リンクに対する無線資源を割
り当てる無線資源割当部と、
　データ及び該データに対応するデータ送信時刻情報と、前記データに相応する地図情報
及び該地図情報に対応する地図情報送信時刻情報とをそれぞれ含むデータフレームを前記
中継器又は上位中継器に送信する送信部と、を備えることを特徴とする基地局。
【請求項１３】
　前記地図情報は、前記送信データフレーム内で前記データの送信が開始される時刻、前
記データが送信される時間区間の長さ、及び前記上位中継器又は前記端末機の識別子のう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１２に記載の基地局。
【請求項１４】
　前記データ送信時刻情報は、前記送信データフレームの番号に対する所定の長さの下位
ビットを含むことを特徴とする請求項１２に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記地図情報送信時刻情報は、前記送信データフレームの番号に対する所定の長さの下
位ビットを含むことを特徴とする請求項１２に記載の基地局。
【請求項１６】
　基地局又は上位中継器からデータ及び該データに対応するデータ送信時刻情報と、前記
データに相応する地図情報及び該地図情報に対応する地図情報送信時刻情報とをそれぞれ
含むデータフレームを受信するステップと、
　下位中継器又は端末機に送信するための前記データ及び前記地図情報をそれぞれ含む送
信データフレームを算出するステップと、
　前記送信データフレームにそれぞれ含まれる前記データと前記地図情報とが相応する場
合、前記地図情報によって前記データを前記下位中継器又は前記端末機に送信するステッ
プと、を有することを特徴とするデータ送信方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【発明の名称】データと地図情報を非同期に送信する中継器及び基地局とそのデータ送信
方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、基地局から端末機までデータを送信する無線通信システムに関し、より詳細
には、中継器（ｒｅｌａｙ）を経由してデータを送信するための中継システムにおける中
継器及び基地局とそのデータ送信方法に関する。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、基地局からデータとデータに相応する地図情報をそれぞれの送信時刻情報に
基づいてバインディングし、地図情報を用いてデータを送信する中継器を提供することを
目的とする。
　また、本発明は、データとデータに相応する地図情報を非同期に送信する基地局を提供
することを目的とする。
　更に、本発明は、基地局からデータとデータに相応する地図情報とをそれぞれの送信時
刻情報に基づいてバインディングし、地図情報を用いてデータを送信する方法を提供する
ことを目的とする。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明の中継器は、基地局又は上位中継器からデー
タ及び該データに対応するデータ送信時刻情報と、前記データに相応する地図情報及び該
地図情報に対応する地図情報送信時刻情報とをそれぞれ含むデータフレームを受信する受
信部と、下位中継器又は端末機に送信するための前記データ及び前記地図情報をそれぞれ
含む送信データフレームを算出するデータフレーム算出部と、前記送信データフレームに
それぞれ含まれる前記データと前記地図情報とが相応する場合、前記地図情報によって前
記データを前記下位中継器又は前記端末機に送信する送信部と、を備えることを特徴とす
る。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた本発明の基地局は、中継器と端末機又は上位中継器
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と下位中継器との間の無線リンクに対する無線資源を割り当てる無線資源割当部と、デー
タ及び該データに対応するデータ送信時刻情報と、前記データに相応する地図情報及び該
地図情報に対応する地図情報送信時刻情報とをそれぞれ含むデータフレームを前記中継器
又は上位中継器に送信する送信部と、を備えることを特徴とする。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記目的を達成するためになされた本発明のデータ送信（ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ　ｄａ
ｔａ）方法は、基地局又は上位中継器からデータ及び該データに対応するデータ送信時刻
情報と、前記データに相応する地図情報及び該地図情報に対応する地図情報送信時刻情報
とをそれぞれ含むデータフレームを受信するステップと、下位中継器又は端末機に送信す
るための前記データ及び前記地図情報をそれぞれ含む送信データフレームを算出するステ
ップと、前記送信データフレームにそれぞれ含まれる前記データと前記地図情報とが相応
する場合、前記地図情報によって前記データを前記下位中継器又は前記端末機に送信する
ステップと、を有することを特徴とする。
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